
 
 

 

（公財）日教弘 教育文化事業 

愛知支部「本に親しむ あいちっ子事業」募集要項 
                     

「本に親しむ あいちっ子事業」は、愛知県内の園児・児童・生徒の心と体の健やかな育成と学

校(園)の環境整備に寄与する教育活動に対して助成を行う事業です。令和８年度は下記要項のとお

り実施します。 

 

１ 主催  公益財団法人 日本教育公務員弘済会 愛知支部 

 

２ 助成要件 

(1) 助成の趣旨 

子どもたちの読書生活が一層豊かになることを願い、読書指導の支援を目的とし、各種図

書の給付を通して学校教育の向上発展に寄与する教育活動を助成します。 

(2) 募集対象 

愛知県内の国公立の、幼稚園（認定こども園）、小学校、中学校、義務教育学校、特別支援

学校・盲学校・聾学校 

(3) 募集期間 

令和８年４月１日（水）から令和８年５月７日（木） 

 (4) スケジュール 

令和８年５月７日（木） 申請書提出の締切 

５月中旬    選考 

５月下旬    採否結果の通知 

６月中旬    図書の発送 

令和９年１月２９日（金）成果報告書の締切 

※申請校には、本の配送日が確定した時点で、学校代表メールに配送日をお伝えしま

す。 

(5) 応募方法 

 

 

① 申請書の作成・提出 

ア 当支部ホームページ（https://www.nikkyoko.or.jp/company/aichi/index.html）から

「電子申請・報告システム」に進み、メニュー画面から＜教育文化事業＞「本に親しむ 

あいちっ子事業」の「申請」を選んでください。 

イ 入力画面で必要事項を入力してください。 

ウ 校(園)長の決裁後、「校長決裁欄」にチェックを入れて「申請」ボタンをクリックし

てください。 

なお、「申請書ダウンロード」ボタンをクリックして「申請書」を印刷することがで

きます。校長決裁や文書保存等にご利用ください。 

※「電子申請・報告システム」の操作マニュアルは、当支部ホームページのトップペ

ージからダウンロードできます。 

令和８年度も「元気いっぱい あいちっ子事業」と「本に親しむ あいちっ子事業」につ

いては、どちらかの事業を選択しての申請となります。 

 



 
 

 

② 申請締切 

申請の締切は令和８年５月７日（木）とします。締切後は「電子申請・報告システム」

への入力ができなくなります。 

＜個人情報の取り扱いについて＞ 

・申請内容に入力された個人情報は、選考及び選考結果の通知のために使用します。 

・助成が決定した場合は、申請内容に入力された学校(園)名、助成内容をホームページ、機関

誌等で公表できるものとします。 

 

３ 助成内容 

以下の中からいずれか１種を給付します。希望のものを選んで、申請してください。 

  なお、参考にある対象校の校種に関わらず、どれでも申請できます。 

(1) 推奨絵本 ４冊 

※【参考】(1)の対象：幼稚園（認定こども園）、特別支援学校 

(2) 小学校課題図書（低学年用）４冊 

(3) 小学校課題図書（中学年用）４冊 

(4) 小学校課題図書（高学年用）４冊 

※【参考】(2)～(4)の対象：小学校、義務教育学校、特別支援学校 

(5) 中学校課題図書 ３冊 

※【参考】(5)の対象：中学校、義務教育学校、特別支援学校 

(6) 推奨図書（点字付き図書・拡大図書） ４冊 

※【参考】(6)の対象：盲学校 

(7) 愛知県教育振興会発刊推薦図書 ６冊＋かるた１ 

※【参考】(7)の対象：小学校、義務教育学校、特別支援学校 

※給付する本の書名は、令和８年４月１日以降に、当支部ホームページに掲載します。 

 

４ 選考 

(1) 選考方法 

① 日教弘愛知支部教育振興事業選考委員会の選考後、愛知当支部幹事会の議を経て支部長

が助成対象を決定します。 

② ５月下旬に当支部ホームページにて助成対象校(園)を公表するとともに、応募校に結果

を通知します。なお、採否の理由についての問い合わせには回答しません。 

(2) 選考基準 

給付される図書を活用し、子どもたちの読書力の向上と豊かな心の育成をめざし、学校(園)

の運営をすすめていること。 

 

５ 助成対象校(園)の義務等 

助成対象の校(園)は、「成果報告」を下記の手順に従って令和９年１月２９日（金）までに当

支部宛に報告してください。なお、「成果報告」の内容は、当支部が公表できるものとします。 

 (1) 当支部ホームページから「電子申請・報告システム」に進み、メニュー画面から＜教育文

化事業＞「本に親しむ あいちっ子事業」の「報告」を選んでください。 

(2) 入力画面で必要事項を入力してください。 



 
 

 

(3) 校(園)長の決裁後、「校長決裁欄」にチェックを入れて「報告」ボタンをクリックしてく

ださい。 

なお、「報告書ダウンロード」ボタンをクリックして「成果報告書」を印刷することがで

きます。校長決裁や文書保存等にご利用ください。 

 

６ その他注意事項 

(1) 提出された書類等は返却しません。 

  (2) 万一、故意の虚偽記載、重複申請の問題等が認められた場合は、当該申請は無効とし、以降

の申請は受け付けません。 

(3) 論文等により助成事業の成果を発表する場合には、論文等に助成を受けて行った事業の成

果であることを必ず記載してください。また、ホームページや広報誌等において事業の成果

を発表する場合も、その成果が公益財団法人日本教育公務員弘済会愛知支部からの助成を受

けて行った事業の成果であることを表示してください。 

 

７ 問い合わせ先 

  公益財団法人日本教育公務員弘済会愛知支部 

  〒460-0004 

   名古屋市中区新栄町二丁目４番地 坂種栄ビル４階 

「本に親しむ あいちっ子事業」担当  橋本  新 

TEL：052-951-3453 

Ｅ-mail：aichi@nikkyoko.or.jp 

URL：https://www.nikkyoko.or.jp/company/aichi/index.html 


